
平成２７年１１月１３日 

保護者様 
大阪市立友渕小学校 

  インフルエンザや感染性胃腸炎が流行する季節になりました。 

下記の学校感染症と診断されましたら、無理をせず十分に休養し、元気に学校生活が送れるまで回復してから登校させ 

るようお願いいたします。登校については必ず主治医と相談してください。登校に関する意見書等は必要ありません。 

 

出席停止について 
１.出席停止は、学校保健安全法第19条により校長が命じます。 

２.医師から診断を受けたら、すぐに学校に連絡をください。さかのぼっての出席停止の措置はとりません。 

３.出席停止の期間は、校長が命じた日（医師が診断した日ではありません）から、医師が登校を許可した日の前日までとします。 

 

学校感染症 

 病名 出席停止期間 学校への連絡について 

第
２
種 

インフルエンザ 
発症した後５日を経過し、 

かつ熱が下がって２日を経過するまで 
診断された（または疑いがあると

診断された）時点で電話などで学

校に連絡してください。 

 

出席停止に該当する場合は、連

絡をいただいた日から出席停止

開始となります。 

 

感染拡大防止という観点から、さ

かのぼって出席停止にすることは

ありません。 

百日咳（ひゃくにちぜき） 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な 

抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後、３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、愕下腺又は舌下腺の腫脹が発現した 

後５日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 

風疹（みっかばしか） 発しんが消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プールねつ） 主要症状が消退した後、２日を経過するまで 

結核（けっかく） 医師によって感染のおそれがないと認めるまで 

第
３
種 

腸管出血性大腸菌感染症（O-157） 
医師によって感染のおそれがないと認めるまで 

その日のうちに学校に連絡してくだ

さい。 

流行性角結膜炎 

その他の感染症 

・感染性胃腸炎 等 

学校長が学校での流行状況をふまえた上で

出席停止の措置を判断します。 

（診断されても出席停止になるとは 

限りません） 

＊原則は上記のとおりですが、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。 

＊登校に関する意見書等は必要ありません。 

 

例①：１日目かぜで欠席し、２日目の通院でインフルエンザと診断されすぐに学校に連絡した場合、 

２日目から医師が登校を許可した日の前日までを出席停止期間とします。 

１日目 
２日目通院 

⇒学校に連絡 
３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目通院 ８日目 

かぜ インフルエンザ インフルエンザ インフルエンザ インフルエンザ インフルエンザ 翌日から登校許可 
登校 

病気欠席 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

 

例②：１日目に通院で欠席し、流行性角結膜炎と診断され自宅で休むよう言われたが学校に連絡しなかった場合、 

   病気欠席となります。 

１日目通院 ２日目 ３日目通院 ４日目 

通院⇒流行性角結膜炎 流行性角結膜炎 翌日から登校許可 登校 

病気欠席 病気欠席 病気欠席 

 

＊主治医より登校しないように指示があっても、その

日のうちに学校に連絡しなかった場合、病気欠席と

なりますのでご注意ください。 
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